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ＯＥＣＤインターネット上の青少年保護勧告（2012. 2.16採択）

【ＯＥＣＤ 勧告の概要】

・ インターネット上の子供の保護に向けた政策の策定について、
（a） 保護者の権限強化、
（b） 対策の比例性及び表現の自由等の基本的価値の保護、
（c） 年齢別、環境の変化に応じた政策の柔軟性の確保を規定、

・ 政府の義務として、
（a） 明確な政策目標の設定等指導力と責任感の維持、
（b） 全利害関係者からの協調的対応の支援、
（c） オンライン上の子供に対する国内保護イニシアティブの一貫性及び整合性を官民一体で確保、
（d） 意識向上と教育の促進、
（e） 科学的根拠に基づく政策の支援、
（f） 子供の権利と他の利用者の自由を尊重するような保護技術の開発と採用の奨励等を規定、

・ 国際的な対応として、
（a） 国内機関の国際的ネットワークの強化、情報の共有化、
（b） 国際指標の策定等政策の定量的定性的な国際比較分析に向けた経験的基盤の整備 等を規定。

○ 本勧告は、2008年11月の日本提案を端緒として議論が進められ、本年２月16日にOECD勧告として成立。

○ 本勧告においては、インターネット上の青少年保護に関して、保護者の役割や官民一体での取組の重要
性等を指摘するとともに、国際的な指標策定の必要性についても規定されている。




